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経
済
産
業
省
令
第
六
十
九
号

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ

き
、
及
び
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（
特
許
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
の
備
考
５
中
「 

1
2

紙
４

別
第

号
書
式

紙
４

の
別

第
号

1
2

」
を
「 

書
式

」
に
、
「 

4
1

特
例

施
行
規
則

法
第

」
を
「 

4
1

特
例

行
規
則

の
法
施

第
条

９ 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
22

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「
【手

数
料
の
表
示

】
」 の

欄
は
、

4
0

特
例
法
施
行
規
則
第

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
見
込
額
か
ら
の
納
付
の
申
出
を 

行
う
と
き
は
、

「
【予

納
台
帳
番
号

】
」

は
納
台
帳
の

を
に

予
番
号

、
「
【納

付
金
額

】
」に

は
見
込
額
か
ら
納
付
に
充
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条
の
６



【「

て
る
手
数
料
の
額

（
「円

」、
，「

」

を
付

ず
等

さ
、
ア
ラ

ア
の

で
示
す

こ
と

ビ
数
字

み
表

る
。
以
下
こ
の
様
式
に
お
い

1
9
5

特
許
法
第

だ
し

の
条
第
８
項
た

書
規
定
に
よ
り
、
現
金
に
よ
り
手
数
料
を
納
付
す
る
場

て
同
じ
。

） を
す

記
載

る
。

4
0

き
特
例
法
施
行
規
則
第

条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
申
出
を
行
う
と

は
、

で
て

合
あ
つ

、

予
納
台
帳
番
号

】
）
」を

「
【

】
」

1
2

紙
４

別
第

号
書
式

を
し

振
替
番
号

記
載

、

1
2

紙
４

の
別

第
号

書
式 

納
付
金
額

に
は
納
付
す
べ
き

振
替
番
号

と
し
、

」
を
「 

「
【

】
」

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

手
数
料
の
額
を
記
載
す
る
。

様
式
第
十
三
の
備
考

手
数
料
補
正

1
3 よ

う
に
改
め
る
。

「
【

12
 
中
「 

（ 

1
2

備
考

1
4

及
び

に
該
当
す
る
と
き
を
除
く

】
」の
は

欄
、
手
数
料
の
補
正
を
す
る
場
合

て
い

、

、

「
【

き
き

納
付
す
べ

不
足
手
数
料
の
額
の
特
許
印
紙
を
は
る
と

は
、
そ
の
下
に
特
許
印
紙
の
額
を
括
弧
を
し
て
記
載
し

補
正
対
象
書
類
名

】
」に

は

「特
許
願

期
間
延
長
請
求
書

」、

「手
続
補
正
書

」、

「

」、
「

誤
訳
訂
正
書

出
願
人
名
義
変
更
届

出
願
審
査
請
求
書

「審
判
請
求
書

」、

「

」、

」の
う

類
を

し
よ

に
書

名
記
載

、

「
【

に
は
納
付
す
べ
き
不
足
手
数
料
の
額

円

」

「

」

、
，

等
を
付
さ
ず
、

】
」

（
「

ラ
で

ア
ビ
ア
数
字
の
み

表
示
す
る
こ
と
。

以
下
こ
の
様
式
に
お
い
て
同
じ

を
し

記
載

、

「
（
【予

納
台
帳
番
号

の
は
設
け

は
ば
な

欄
る
に

及
い
。

。

）

】
）
」

13


「
（

を
次
の
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。

）に
お 

」、

納
付
金
額

特
例



「

4
0

行
規
則

２
の
規

ら
の
納
付
の
申

を
行
う
と
き
は

法
施

第
条
第

項
定
に
よ
り
見
込
額
か

出
、

「
【補

正
対
象
書
類
名

「

」、

「

出
願
審
査
請
求
書

「審
判
請
求
書

」
」、

「

」、

「

の
よ
う
に
書
類
名
を
記
載
し
、

」、

」、

「

予
納
台
帳
番
号

】
」に

は
予
納
台
帳
の
番

「
【

号
を
、

「
【

】
」 

の
規

納
付
の
申

を
行
う
と
き
は

項
定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る

出
、

項
た

書
定
に
よ
り

現
に
よ
り
不
足
手
数
料

る
場
合

あ
つ

だ
し

の
規

で
て

金
を
納
付
す

、
、

納
付
金
額

は
ら
納
付

の
を

す
に

見
込
額
か

に
充

る
不
足
手
数
料

額
記
載

る
て

。
1
9
5

特
許
法
第

4
0

特
例
法
施
行
規
則
第

補
正
対
象
書
類
名

「
【

】
」に

は

「特
許
願

出
願
審
査
請
求
書

期
間
延
長
請
求
書

審
判
請
求
書

」
」、

「手
続
補
正
書

」、

「誤
訳
訂
正
書

」、

「出
願
人
名
義
変
更
届

」、

「

の
う

類
を

し
よ

に
書

名
記
載

、
予
納
台
帳
番
号

】
）
」を

「
【振

替
番
号

「
（
【

】
」と

し
、

条
第
８
項
た
だ

補
正

の
欄
の

号
を
記
載
し
、

「
【

し
の
規

書
定
に
よ
り
、

】
」

「
（
【

対
象
書
類
名

納
付
金
額

き
に
は
納
付
す
べ

不
足
手
数
料
の
額
を
記
載
す
る
。

】
」 

1
9
5

特
許
法
第

金
を
納
付
し

で
て

現
に
よ
り
不
足
手
数
料

た
場
合

あ
つ

、
納
付

と
き
は

書
に
よ
る

、

「
【

予
納
台
帳
番
号

を
納
付
書
番
号

「
【

と
し
、

】
）
」

】
」

納
付

を
し

書
番
号

記
載

、

に
は

特
許
願

期
間
延
長
請
求
書

「審
判
請
求
書

」

手
続
補
正
書

誤
訳
訂
正
書

】
」

「

」、

「

」、
「

」、

「

」、

「
【

出
願
人
名

「

義
変
更
届

出
願
審
査
請
求
書

の
う

類
を

し
よ

に
書

名
記
載

、
納
付
金
額

」、

「

」、

「
【

】
」

に
は

特
許
願

期
間
延
長
請
求
書

手
続
補
正
書

誤
訳
訂
正
書

出
願
人
名
義
変
更
届

】
」

」、

「

条
第
８

条
第
４ 

」、

「
」、

振
替
番

手
数
料

補
正

は
に

、
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1
4
 納
付
す
べ
き

の
を

し
不
足
手
数
料

額
記
載

、

「
【

の
を

す
正
を

せ
て
す

と
き
は

求
項

数
増
加

る
補

併
る

、

な
い
。

番
号

記
載

る
場
合
に

い
付

を
す

て
こ
の

お
。

、

紙
は

の
と
し

用
に

る
も

納
付

と
は

情
報
に
よ
る

き
、

、

1
2

規
紙

４
の

事
務

程
別

第
号

書
式
の
納
付
済
証

特
許
庁
提
出
用

納
付
番
号

（

予
納
台
帳
番
号

】
」

と
し
、

）

「
（
【

納
付
金
額

を

「
【

】
）
」

】
」

の
欄
は
設
け
る
に
及
ば
ず
、
出
願
審
査
の
請
求
後
請

一
の
納
付
書
又
は
納
付
番
号
を
使
用
し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

様
式
第
十
三
の
備
考
14


「
【手

数
料
の
表
示

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

】
」の
欄
は
、
備
考
1
2 

4
0

て
の
手
数
料
の
納
付
に
際
し

特
例
法
施
行
規
則
第

条
第
２
項
の
規
定
に 

額
に

手
数
料

額
記
載

る
納
付
金

き
は
納
付
す
べ

の
を

す
。

額
に

見
込
額
か

に
充

る
手
数
料

額
記
載

る
て

は
ら
納
付

の
を

す
。

ら
の
納
付
の
申

を
行
う
と
き
は

よ
り
見
込
額
か

出
、




】
」
 

り
、
現
金
に
よ
り
手
数
料
を
納
付
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、



よ
る
納
付
の
申
出
を
行
う
と
き
は
、

「
（
【


、

「
【

】
」

「
【予

納
台
帳
番
号

は
納
台
帳
の

を
に

予
番
号

、

】
」

「
【

1
9
5

特
許
法
第

条
第
８
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

4
0

特
例

行
規
則

法
施

第
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
口
座
振
替
に 

予
納
台
帳
番
号

を
振
替
番
号

と
し
、
振
替
番
号
を
記
載
し

】
）
」

「
【

1
2

紙
４

別
第

号
書
式

」
を
「 

1
2

紙
４

の
別

第
号

書
式

】
」

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
７
を

様
式
第
十
五
の
二
の
備
考
６
中
「 

を
別
の納

納
付
金
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７

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

手
数
料
の
表
示

】
」 の

は
欄

、
4
0

特
例

行
法
施

規
則
第

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
見
込
額
か
ら
の
納
付
の
申
出
を

「
【き

行
う
と

は
、

て
る
手
数
料
の
額

】
」に

は
予
納
台
帳
の
番
号
を
、

「
【

】
」

査
の
請

請
の

を
す

正
を
す

て
は

出
願
審

求
後

求
項

数
増
加

る
補

る
場
合
に
あ
つ

、

予
番
号

額
納
台
帳

納
付
金

「
【（

に
は
見
込
額
か
ら
納
付
に
充

１
請
求
項
を
増
加

す
る
ご
と
に
、

き
納
付
す
べ
き

数
と

訂
正

を
し
て

細
手

料
誤
訳

書
提
出

明
書
、

出
願
審
査
の
請
求
を
す
る
者
が
手
数
料
令
第
１
条
第
２
項
の
表
第
６
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
１
請
求
項
に
つ

特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
者
が

納
付
す
べ
き
手
数
料
の
合
算
額
）
（
「円

」、
，「

」等
を
付
さ
ず
、

ラ
で

ア
ビ
ア
数
字
の
み

表
示
す
る
こ
と
。

の
様
式
に
お
い
て
同
じ
。

） を
す

記
載

る
。

1
9
5

特
許
法
第

だ
し

の
条
第
８
項
た

書
規
定
に
よ
り
、
現
金
に
よ
り
手
数
料

で
て

を
納
付
す
る
場
合

あ
つ

、
4
0

特
例
法
施
行
規
則
第

条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
申
出
を
行
う 

と
は

予
納
台
帳
番
号

き
、

「
（
【

は
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額

】
）
」を

「
【振

替
番
号

】
」と

し
、

を
し

振
替
番
号

記
載

、

「
【納

付
金
額

】
」

査
の
請

請
の

を
す

正
を
す

あ
て
は

出
願
審

求
後

求
項

数
増
加

る
補

る
場
合
に

つ
、

（

項
を
増
加
す
る
ご
と
に
、

き
納
付
す
べ
き

数
と

訂
正

を
し
て

細
求
項
に
つ

手
料

誤
訳

書
提
出

明
書
、

出
願
審
査
の
請
求
を
す
る
者
が
手
数
料
令
第
１
条
第
２
項
の
表
第
６
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
１
請

特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を

以
下
こに

１
請
求

- 5 -



【

す
る
者
が
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
合
算
額

を
す

記
載

る
。

）

1
2

紙
４

別
第

号
書
式

の
は

欄
、

様
式
第
十
八
の
備
考
２
中
「 

よ
う
に
改
め
る
。

1
5

「
【

】
」

手
数
料
の
表
示

」
を
「 

1
2

紙
４

の
別

第
号

書
式 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

4
0

特
例

行
規
則

法
施

第
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
見
込
額
か
ら
の
納
付
の
申
出
を 

き
行
う
と

は
、

て
る
手
数
料
の
額

予
納
台
帳
番
号

に
は
予
納
台
帳
の
番
号
を
、

「
【納

付
金
額

】
」に

は
見
込
額
か
ら
納
付
に
充

「
【

】
」

（
「円
」、

，「

」

を
付

ず
等

さ
、
ア
ラ

ア
の

で
示
す

こ
と

ビ
数
字

み
表

る
。
以
下
こ
の
様
式
に
お
い

て
同
じ
。

） を
記
載
す
る
。

1
9
5

特
許
法
第

条
第
８
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
現
金
に
よ
り
手
数
料
を
納
付
す
る
場

で
て

合
あ
つ

、
4
0

特
例

行
規
則

の
規

納
付
の
申

を
行
う
と
き
は

法
施

第
条
第
４
項

定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る

出
、

予
納
台
帳
番
号

】
）
」を

「
【振

替
番
号

と
し
、

手
数
料
の
額
を
記
載
す
る
。

様
式
第
二
十
の
備
考
７
中
「 

】
」

」
を
「

1
0 

ら
か

1
2
で

ま

振
替
番
号
を
記
載
し
、

「
【納

付
金
額

】
」に

は
納
付
す
べ
き

1 2
」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
８
と
し
、
備
考
４
か

1 1
、

ら
備
考
６
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
備
考
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

「
【識

別
番
号

】
」

は
に

、
を
な

べ
す

の
と
し

識
別
番
号

る
く
記
載

る
も

、
記
載
し
な
い
と
き
は

「
【識

別
番
号 15


を
次
の

「
（

】
」

- 6 -
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【

の
欄
に

「省
略

」と
す

記
載

る
。

の
欄
は
設
け
る
に
は
及
ば
な
い
。

だ
し

た
、

の
通
知
を

け
て

な
て
は

識
別
番
号

受
い

い
者
に
つ
い

、

「
【識

別
番
号

様
式
第
二
十
六
の
備
考
５
中
「 

1
2

別
紙
第
４
号

書
式

」
を
「 

1
2

別
紙
第
４
号
の

書
式 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

の
よ
う
に
改
め
る
。

手
数
料

表
の

示
2
3

「
【

】
」 の

欄
は
、

4
0

特
例
法
施
行
規
則
第

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
見
込
額
か
ら
の
納
付
の
申
出
を 

行
う
と
き
は
、

て
る
手
数
料
の
額

「
【予

納
台
帳
番
号

】
」

は
納
台
帳
の

を
に

予
番
号

、

「
【納

付
金
額

】
」に

は
見
込
額
か
ら
納
付
に
充

（
「円

」

「
、

，

」等
を
付
さ
ず
、

ラ
で

ア
ビ
ア
数
字
の
み

表
示
す
る
こ
と
。
以
下
こ
の
様
式
に
お
い

て
同
じ
。

） を
す

記
載

る
。

1
9
5

特
許
法
第

だ
し

の
条
第
８
項
た

書
規
定
に
よ
り
、
現
金
に
よ
り
手
数
料
を
納
付
す
る
場

で
て

合
あ
つ

、
4
0

き
特
例
法
施
行
規
則
第

条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
申
出
を
行
う
と

は
、

予
納
台
帳
番
号

】
）
」を

「
【振

替
番
号

】
」と

し
、

を
し

振
替
番
号

記
載

、

「
【納

付
金
額

】
」に

は
納
付
す
べ
き

手
数
料
の
額
を
記
載
す
る
。

様
式
第
四
十
四
の
備
考
１
中
「 

2
3 

ら
か

2
6
で

ま

」
を
「 2

2 

ら
か

1
2

別
紙
第
４
号

書
式

2
6
で

ま

1
2

別
紙
第
４
号
の

書
式 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
８
中
「

」
を
「 

」
に
改
め
る
。

23

】
」

を
次

「
（

- 7 -



様
式
第
四
十
六
の
備
考
４
、
様
式
第
七
十
一
の
備
考
４
及
び
様
式
第
七
十
二
の
備
考
３
中
「１

及
び
５

」
を
「

」
に
改
め
る
。

（
実
用
新
案
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条様

式
第
一
の
備
考
５
中
「 別

紙
第
４
号
1
2

」
を
「 

実
用
新
案
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

書
式

」
を
「 

1
2

別
紙
第
４
号
の

書
式

」
に
、
「 

4
1

特
例
法
施
行
規
則
第

4
1

特
例

行
規
則

の
法
施

第
条

９ 

24

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

「
【手

数
料
の
表
示

】
」 の
欄
は
、

4
0

特
例
法
施
行
規
則
第

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
見
込
額
か
ら
の
納
付
の
申
出
を 

行
う
と

は
予
納
台
帳
番
号

き
、

「
【

て
る
出
願
手
数
料
と
登
録
料
の
合
算
額

は
納
台
帳
の

を
に

予
番
号

、
納
付
金
額

に
は
見
込
額
か
ら
納
付
に
充

】
」

ラ
で

ア
ビ
ア
数
字
の
み

表
示
す
る
こ
と
。

】
」

「
【

等
を
付
さ
ず
、

（
「円
」、

，「

」

下
こ
の
様
式
に
お
い
て
同
じ

を
す

記
載

る
。

3
1

実
用
新
案
法
第

5
4

だ
し

条
第
５
項
た

書
及
び
第

。

） 

条
第
７
項
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
り

金
と

を
納
付
す

現
に
よ
り
出
願
手
数
料

登
録
料

る
場
合

あ
つ

で
て

、
、

き
の
規
定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
申
出
を
行
う
と

は
、

と
し
、

4
0

特
例

施
行
規
則

法
第

予
納
台
帳
番
号

「
（
【

】
）
」を

「
【振

替
番
号

を
し

振
替
番
号

記
載

、
納
付
金
額

は
納
付
す
べ
き

と
の

を
す

に
出
願
手
数
料

登
録
料

合
算
額

記
載

る
。

「
【

】
」

2
4


１
及
び
６

条
の
６以

条
第
４
項】

」

- 8 -



８

1
2

紙
４

別
第

号
書
式

」
を
「 

1
2

紙
４

の
別

第
号

書
式

様
式
第
六
の
備
考
１
中
「 

う
に
改
め
る
。

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
８
を
次
の
よ

手
数
料
の
表
示

の
欄
に
は
、

「
【

を
行
う
と
き
は
、

充
て
る
手
数
料
の
額

4
0

特
例
法
施
行
規
則
第

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
見
込
額
か
ら
の
納
付
の
申
出

「
【

】
」

予
納
台
帳
番
号

は
納
台
帳
の

を
に

予
番
号

、

】
」

「
【納

付
金
額

】
」に

は
見
込
額
か
ら
納
付
に

（
「円

」、
，「

」等
を
付
さ
ず
、

ラ
で

ア
ビ
ア
数
字
の
み

表
示
す
る
こ
と
。
以
下
こ
の
様
式
に
お

い
て
同
じ
。

）を
記
載
す
る
。

5
4

実
用
新
案
法
第

だ
し

の
規

条
第
７
項
た

書
定
に
よ
り
、
現
金
に
よ
り
手
数
料
を
納
付
す

で
て

る
場
合

あ
つ

、
4
0

特
例
法
施
行
規
則
第

き
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
申
出
を
行
う
と

は
、

「
（
【

】
）
」

「
【

】
」

べ
き
手
数
料
の
額
を
記
載
す
る
。

様
式
第
八
の
備
考
４
、
様
式
第
十
二
の
備
考
１
及
び
様
式
第
十
四
の
備
考
４
中
「 

予
納
台
帳
番
号

を
振
替
番
号

と
し
、

を
し

振
替
番
号

記
載

、

「
【納

付
金
額

1
2

紙
４
号

別
第

書
式

】
」に

は
納
付
す

」
を
「 別

紙
第
４

1
2

の
号

書
式

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
五
の
備
考
９
中
「 、

1 0

」
を
削
り
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
備
考
４
か
ら
備
考
８
ま
で
を
一
ず
つ

10


繰
り
下
げ
、
備
考
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

- 9 -



４2
6


識
別
番
号

】
」

は
に

、
を
な

べ
す

の
と
し

識
別
番
号

る
く
記
載

る
も

、
記
載
し
な
い
と
き
は

「
【

「
【 識

別
番
号

識
別
番
号

「
【

の
欄
に

「省
略

」と
す

記
載

る
。

だ
し

た
、

の
通
知
を

け
て

な
て
は

識
別
番
号

受
い

い
者
に
つ
い

、

の
欄
は
設
け
る
に
は
及
ば
な
い
。

（
意
匠
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条様

式
第
二
の
備
考
５
中
「 

」
を
「 

意
匠
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

1
2

紙
４

別
第

号
書
式

」
を
「 

1
2

紙
４

の
別

第
号

書
式

」
に
、
「 

4
1

特
例

施
行
規
則

法
第

4
1

特
例
法
施
行
規
則
第

条
の
９ 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
26

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「
【手

数
料
の
表
示

の
は

欄
、

】
」

以
下「

【

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（平
成
２
年
通 

商
産
業
省
令
第
4
1
号
。

申
を
行
う
と
き
は

出
、

付
に
充
て
る
手
数
料
の
額

特
例
法
施
行
規
則

」と
い
う
。

） 

4 0
第

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
見
込
額
か
ら
の
納
付
の 

「

予
納
台
帳
番
号

は
納
台
帳
の

を
に

予
番
号

、

「
【納

付
金
額

】
」に

は
見
込
額
か
ら
納

】
」

（
「円

」

を
付

ず
等

さ
、
ア
ラ

ア
の

で
示
す

こ
と

ビ
数
字

み
表

る
。
以
下
こ
の
様
式

「

」

、
，

に
お
い
て
同
じ
。

） 

で
て

る
場
合

あ
つ

、

記
載

る
意
匠
法
第

を
す

6
7

。

4
0

特
例

行
規
則

法
施

第

条
第
６
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
現
金
に
よ
り
手
数
料
を
納
付
す

の
規

納
付
の
申

を
行
う
と
き
は

条
第
４
項

定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る

出
、 】

」
】
」

条
の
６

- 10 -



【 「
（
【予

納
台
帳
番
号

】
）
」を

べ
き
手
数
料
の
額
を
記
載
す
る
。

「
【振

替
番
号

】
」と

し
、

を
し

振
替
番
号

記
載

、

「
【納

付
金
額

】
」に

は
納
付
す

様
式
第
二
の
備
考

2
9

29

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

１
の
規

第
９
条
第

項
定
に
よ
り
、
意
匠
を
秘
密
に
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
旨
を
願
書
に
記
載
し
て
そ
の
旨
等
を
記
載
し 

「
【

】
」

「
【

】
」

項
の
規
定
に
よ
り
見
込
額
か
ら
の
納
付
の
申
出
を
行
う
と
き
は
、

「
【手

数
料
の
表
示

】
」の

欄
の

「
【納

付
金
額

】
」

に
見
込
額
か
ら
の
納
付
に
充
て
る
出
願
手
数
料
と
意
匠
を
秘
密
に
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
手
数
料
の
合
算
額
を
記
載
し
、

こ
の

お
場
合
に

い
条
第
２

て
、

代
人

欄
次
に

理
の

の
の

を
設
け

欄
密

す
こ
と
を
請

す
を

す
秘

に
る

求
る
期
間

記
載

る
特
例

行
規
則

法
施

第
4
0

、
。

た
書

提
出

省
略

る
秘

に
る

求
る
期
間

き
面
の

を
す

と
は

密
す

こ
と
を
請

す
、

条
第
６
項
た

書
定
に
よ
り

現
に
よ
り
手
数
料

る
場
合

あ
つ

だ
し

の
規

で
て

金
を
納
付
す

、
、

6
7

意
匠
法
第

4
0

則
４

の
規

納
付
の
申

を
行
う
と
き
は

第
条
第

項
定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る

出
、

特
例
法
施
行
規 

】
」

「
【手

数
料
の
表
示

納
付
金
額

】
」

6
7

意
匠
法
第

に
納
付
す
べ
き
出
願
手
数
料
と
意
匠
を
秘
密
に
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
手
数
料
の
合
算
額
を
記
載
す
る

条
第
６
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、

き
現
金
に
よ
り
手
数
料
を
納
付
し
た
と

は
、
出
願
手
数
料
と
意
匠 

。を
密

す
こ
と
を
請

す
は

秘
に

る
求

る
手
数
料

、
の
納
付

又
は
納
付

を
使

し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

一
書

番
号

用
い
。

- 11 -

の
欄
の

「



1
2
イロ

様
式
第
十
三
の
備
考
４
中
「 

1
2

紙
４

別
第

号
書
式

」
を
「 

1
2

紙
４

の
別

第
号

書
式

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
四
の
備
考

「
【手

数
料
補
正

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

】
」の

欄
は
、
手
数
料
の
補
正
を
す
る
場
合
に
次
の
要
領
に
よ
り
記
載
す
る
。

4
0

特
例

行
規
則

法
施

第
２

の
規

ら
の
納
付
の
申

を
行
う
と
き
は

条
第

項
定
に
よ
り
見
込
額
か

出
、

「
【補

正
対
象
書 

類
名

】
」に

は
意
匠
登
録
願

」、

「期
間
延
長
請
求
書

手
続
補
正
書

出
願
人
名
義
変
更
届

、
「

」、

「

」、

「

審
判
請
求
書

の
う

類
を

し
よ

に
書

名
記
載

、

」

「
【予

納
台
帳
番
号

】
」

は
納
台
帳
の

を
に

予
番
号

、

「
【

】
」

】
」 に
は
見
込
額
か
ら
納
付
に
充
て
る
不
足
手
数
料
の
額

（
「円

」、
，「

」

ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
み
で

等
を
付
さ
ず
、

示
す

こ
と

表
る

。

6
7

意
匠
法
第

4
0

行
規
則

法
施

第

以
下
こ
の
様
式
に
お
い
て
同
じ
。

）

条
第
６
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、

を
す

記
載

る
。

で
て

現
金
に
よ
り
不
足
手
数
料
を
納
付
す
る
場
合

あ
つ

、

の
規

納
付
の
申

を
行
う
と
き
は

条
第
４
項

定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る

出
、

「
【補

正
対
象
書
類
名 

に
は

意
匠
登
録
願

」、

「期
間
延
長
請
求
書

手
続
補
正
書

出
願
人
名
義
変
更
届

、

「
「
【

」、

「

」、「
【

「

請
求
書

」

し
記
載

、

の
よ
う
に
書
類
名
を
記
載
し
、

」、

振
替
番
号
を

予
納
台
帳
番
号

】
）
」を

振
替
番
号

「
（
【

】
」と

し
、

納
付
金
額

】
」

は
納
付
す
べ
き

の
を

す
に

不
足
手
数
料

額
記
載

る
。

12


」、

「

納
付
金
額

「 特
例 

審
判

- 12 -



ハニ

納
付
す
べ
き

の
の
特
許

紙
を
は

と
き
は

不
足
手
数
料

額
印

る
、

白
は

の
と
し

左
上
余

に
る
も

、
そ
の
下
に
そ
の
額
を

括
を
し
て

し
弧

記
載

、
補
正
対
象
書
類
名

に
は

「
【

、

「意
匠
登
録
願

】
」

」、

「期
間
延
長
請
求
書

」、

「

正
書

」、

「出
願
人
名
義
変
更
届

審
判
請
求
書

の
よ
う
に
書
類
名
を
記
載
し
、

」、

「

」

「
【納

付
金
額

】
」

付
す
べ
き

の
を

し
不
足
手
数
料

額
記
載

、

と
き
は

書
に
よ
る

、

意
匠
法
第

条
第
６
項
た

書
定
に
よ
り

だ
し

の
規

6
7

、

予
納
台
帳
番
号

】
）
」の

は
設
け

は
ば
な

欄
る
に

及
い
。

「
（
【

で
て

現
金
に
よ
り
不
足
手
数
料
を
納
付
し
た
場
合

あ
つ

、

補
正
対
象
書
類
名

に
は
、

「意
匠
登
録
願

」、

「期
間
延
長
請
求
書

「
【

】
」

」、

「

書

」、

を

「
【

出
願
人
名
義
変
更
届

審
判
請
求
書

の
よ
う
に
書
類
名
を
記
載
し
、

「

」、

「

」

「
（
【予

納
台
帳
番
号

納
付
書
番
号

と
し
、

該
納
付

の
を

し
当

書
番
号

記
載

、
1
2

規
紙

の
の
納
付

証
事
務

程
別

第
４
号

書
式

済

】
」 

特
許
庁
提
出
用

）を
別
の
用
紙
に
は
る
も
の
と
し
、

き
納
付
情
報
に
よ
る
と

は
、

と
し
、

手
数
料
の
表
示

こ
の

お
て

場
合
に

い
、

「
【

】
」

（
【

付
金
額 予
納
台
帳
番
号

】
）
」を

「
【納

付
番
号

】
」

及
び
様
式
第
十
九
の
備
考
５
中
「 

納
付

を
す

番
号

記
載

る
。

】
」の

は
設
け

は
ば
な

欄
る
に

及
い
。

19
 

1
2

別
紙
第
４
号

書
式

様
式
第
十
六
の
備
考
１
、
様
式
第
十
八
の
備
考

４
号
の
1
2
書
式

」
に
改
め
る
。

」
を
「 手

続
補

に
は
納

納
付 

手
続
補
正

】
）
」

の
欄
の「

【納

別
紙
第

「 （

- 13 -



（
商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条様

式
第
二
の
備
考
５
中
「 

」
を
「 

商
標
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

1
2

別
紙
第
４
号

書
式

」
を
「 

1
2

別
紙
第
４
号
の

書
式

」
に
、
「 

4
1

特
例
法
施
行
規
則
第

4
1

特
例

行
規
則

の
法
施

第
条

９ 

28

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

手
数
料
の
表
示

の
欄
は
、

4
0

特
例
法
施
行
規
則
第

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
見
込
額
か
ら
の
納
付
の
申
出
を 

「
【

】
」 

行
う
と
き
は
、

て
る
手
数
料
の
額

予
納
台
帳
番
号

は
納
台
帳
の

を
に

予
番
号

、

「
【納

付
金
額

】
」に

は
見
込
額
か
ら
納
付
に
充

「
【

】
」

（
「円

」

「
、

，

」等
を
付
さ
ず
、

ラ
で

ア
ビ
ア
数
字
の
み

表
示
す
る
こ
と
。
以
下
こ
の
様
式
に
お
い

て
同
じ
。

） 

標
商

法
第

だ
し

の
規

条
第
６
項
た

書
定
に
よ
り

7
6

、
を

す
記
載

る
現
金
に
よ
り
手
数
料
を
納
付
す
る
場
合

。

4
0

き
特
例
法
施
行
規
則
第

条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
申
出
を
行
う
と

は
、

予
納
台
帳
番
号

を

で
て

あ
つ

、

】
）
」

数
料
の
額
を
記
載
す
る
。

「
【

様
式
５ 振
替
番
号

】
」

様
式
第
５

と
し
、

を
し

振
替
番
号

記
載

、

「
【納

付
金
額

】
」に

は
納
付
す
べ
き
手

様
式
第
六
の
備
考
４
中
「

様
式
第
十
一
の
備
考
３
中
「 

」
を
「

」
に
改
め
る
。

1
2

紙
４

別
第

号
書
式

」
を
「 

1
2

紙
４

の
別

第
号

書
式

」
に
改
め
る
。

2
8


条
の
６

「
（
【

- 14 -



1
9


1
2

紙
４

別
第

号
書
式

」
を
「 

1
2

紙
４

の
別

第
号

書
式

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
７
中
「

様
式
第
十
二
の
備
考
５
中
「 

4
0

又
は
同
規
則

の
規

納
付
の
申

を
行
う
と
き

第
条
第
４
項

定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る

出
出
を
行
う
と
き

」
の
下
に
「

加
え
、
同
様
式
の
備
考
19


登
録
料
の
表
示

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

】
」の

欄
は
、

4
0

特
例

行
規
則

法
施

第

「
【

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
見
込
額
か
ら
の
納
付
の
申
出
を 

き
行
う
と

は
、

て
る
登
録
料
の
額

予
納
台
帳
番
号

「
【

】
」に
は
予
納
台
帳
の
番
号
を
、

「
【納

付
金
額

】
」に

は
見
込
額
か
ら
納
付
に
充

円
」、

，「

」

を
付

ず
等

さ
、

（
「

ア
ラ

ア
の

で
示
す

こ
と

ビ
数
字

み
表

る
。
以
下
こ
の
様
式
に
お
い

て
同
じ

を
記
載
す
る
。

4
0

商
標
法
第

4
3

条
第
６
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第

。

） 

条
第
４
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、

出
予

番
号

き
付
の
申

を
行
う
と

は
納
台
帳

、

金
を
納
付
す

で
て

に
よ
り
登
録
料

る
場
合

あ
つ

、

「
（
【

納
付
金
額

4
0

特
例

行
規
則

法
施

第
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る
納 

】
）
」を

「
【振

替
番
号

】
」と

し
、
振
替
番
号
を
記
載
し
、

は
納
付
す
べ
き

の
を

す
に

登
録
料

額
記
載

る
。

】
」

様
式
第
十
三
の
備
考
１
中
「 

様
式
第
十
五
の
二
の
備
考

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

12
 

1
2

紙
４

別
第

号
書
式

」
を
「 

1
2

紙
４

の
別

第
号

書
式

」
に
改
め
る
。

1
2

別
紙
第
４
号

書
式

」
を
「 

1
2

別
紙
第
４
号
の

書
式 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

中
「 

申」
を

現「
【

13

を

- 15 -



1
3
イロハ

「
【手

数
料
補
正

】
」の

は
欄

、
手
数
料
の
補
正
を
す
る
場
合

（ 

1
2

備
考

1
4

及
び

に
該
当
す
る
と
き
を
除
く

の
要
領
に
よ
り
記
載
す
る
。4
0

特
例
法
施
行
規
則
第

き
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
見
込
額
か
ら
の
納
付
の
申
出
を
行
う
と

は
、

「
【補

正
対
象
書 

類
名

】
」に

は
、

「商
標
登
録
願

」、

「期
間
延
長
請
求
書

手
続
補
正
書

出
願
人
名
義
変
更
届

」、

「

」、

「

審
判
請
求
書

」の
よ
う
に
書
類
名
を
記
載
し
、

予
納
台
帳
番
号

に
は
予
納
台
帳
の
番
号
を
、

「
【

】
」

「
【

に
は
見
込
額
か
ら
納
付
に
充
て
る
不
足
手
数
料
の
額

】
」

】
」

（
「円

」、
，「

」

を
付

ず
等

さ
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
み
で

表
示
す
る
こ
と
。

7
6

標
商

法
第

4
0

法
施
行
規
則
第

以
下
こ
の
様
式
に
お
い
て
同
じ
。

）

だ
し

の
規

条
第
６
項
た

書
定
に
よ
り
、

を
記
載
す
る
。

金
を
納
付
す

で
て

現
に
よ
り
不
足
手
数
料

る
場
合

あ
つ

、

き
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
申
出
を
行
う
と

は
、

補
正
対
象
書
類
名 

「
【

に
は

商
標
登
録
願

」、

「期
間
延
長
請
求
書

」、

「手
続
補
正
書

、

「
「
【

出
願
人
名
義
変
更
届

」、

「

」、

請
求
書

」

記
載
し
、

の
う

類
を

し
よ

に
書

名
記
載

、
予
納
台
帳
番
号

「
（
【

】
）
」を

振
替
番
号

「
【

と
し

振
替
番
号
を

、

そ
の
下
に
そ
の
額
を

】
」

納
付
金
額

】
」

き
に
は
納
付
す
べ

不
足
手
数
料
の
額
を
記
載
す
る
。

納
付
す
べ
き

の
の
特
許

紙
を
は

と
き
は

不
足
手
数
料

額
印

る
、

白
は

の
と
し

左
上
余

に
る
も

、

。

）に
次 

」、

「

納
付
金
額

「 特
例 

審
判

- 16 -



ニ

括
を
し
て

し
弧

記
載

、
補
正
対
象
書
類
名

に
は
、

「商
標
登
録
願

」、

「期
間
延
長
請
求
書

「
【

】
」

」、

「

正
書

」、

「出
願
人
名
義
変
更
届

審
判
請
求
書

」、

「

の
う

類
を

し
よ

に
書

名
記
載

、

」

「
【納

付
金
額

】
」

き
付
す
べ

不
足
手
数
料
の
額
を
記
載
し
、

き
書
に
よ
る
と

は
、

標
商

法
第

だ
し

の
規

条
第
６
項
た

書
定
に
よ
り

7
6

、

予
納
台
帳
番
号

の
欄
は
設
け
る
に
は
及
ば
な
い
。

「
（
【

】
）
」

金
を

し
で

て
現

に
よ
り
不
足
手
数
料

納
付

た
場
合

あ
つ

、

「
【補

正
対
象
書
類
名

に
は

商
標
登
録
願

」、

「

】
」

、

「
】
」

期
間
延
長
請
求
書

手
続
補
正

】
」の

欄

」、

「

書

」、

「出
願
人
名
義
変
更
届

審
判
請
求
書

」、

「

の
う

類
を

し
よ

に
書

名
記
載

、
手
数
料
の
表
示

」

「
【

予
番
号

の
納
台
帳

「
（
【

】
）
」

1
2

４
の

の
納
付

証
第

号
書
式

済

書
番
号

を
納
付

「
【
特
許
庁
提
出
用

と
し
、
当
該
納
付
書
の
番
号
を
記
載
し
、
事
務
規
程
別
紙

を
の

紙
は

の
と
し

別
用

に
る
も

、

番
号

記
載

る
と
し

納
付

を
す

、

納
付
情
報
に
よ
る
と
き
は

な
お
、

（

）

【手
数
料
の
表
示

】
」

こ
の

お
て

場
合
に

い
、 の
欄
の

予
納
台
帳
番
号

「
（
【

】
）
」を

「
【納

付
番
号

】
」

納
付
金
額

の
は
設
け

は
ば
な

欄
る
に

及
い
。

商
品
及
び
役
務
の
区
分

。の
を

す
正
を

せ
て
す

と
き
は

数
増
加

る
補

併
る

、

い
。

「
（
【

】
）
」

一
の
納
付
書
又
は
納
付
番
号
を
使
用
し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

様
式
第
十
五
の
二
の
備
考

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

14
 

手
続
補

に
は
納

納
付 

、

「

- 17 -



「
【

】
」の

欄
は
、

条
第
２
項
の
規
定
に 

「
【

】
」に

は
予
納
台
帳
の
番
号
を
、

「
【

】
」 

商
標
法
第
7
6

紙
４

の
別

第
号

第
1
2

4
1

「
（
【

】
）
」

「
【

】
」


「
【

】
」


様
式
第
十
七
の
備
考
９
中
「 別
紙
第
４
号
1
2
書
式

」
を
「 別

紙
第
４
号
の
1
2
書
式

」
に
改
め
る
。


（
商
標
登
録
令
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

商
標
登
録
令
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ

、

1 4

様
式
第
六
の
備
考
４
中
「 

る 額 よ

納 現 り

納 付 金 見

付 の に 込に

金 申 は 額よ

額 出 り 見 か

を 手 込 ら

行 数 額 の

に う か 納料

は と ら 付を

納別 き 納 納 の

付紙 は 付 付 申

、す 出第 す に

べ 充 を４ る

き て 行号 場

1 手 合 る う 備

2 数書 予 で 手 と 考
1料 き式 納 あ 数

2

」
を
「

の 台 料 はつ の

、額 帳 て の 手

、を 番 額 数

記 を号 特 料

載 例 記 予 の

す 載 納法 納

る す 台施 付

。 帳を 行 る に

。 番規 際

則 号 し

振書 第 て

4式 替 特

0

」
に
、
「

番 例

号 法

条 施

第 行

と ６ 規

し 項 則

、条 た 第
4振 だの

0

６ 替 し

」
を
「 

番 書

号 の

を 規

記 定第
4 載 に 納

1

し よ 付条

、の り 金

９

」
に
改
め
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）

手
数
料
の
表
示

- 18 -



の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
七
中
「

よ
う
に
改
め
る
。 様

式
第
七

（ 

1
6

係
第

条
関

）
」
を
「様

式
第
７

（ 

1
6

係
第

条
関

）
」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

計
紙

お
手
数
料

算
用

に
い

法
第

て
1
8

、
１

１
の
規

の
納
付

て
条
第

項
第

号
定
に
よ
る
手
数
料

に
つ
い

、
工
業
所
有
権
に 

（ 

4
1

平
成
２
年
通
商
産
業
省
令
第

号
。
以
下

特
例
法
施
行
規
則

２
及
び

．

「

。

）第
4
0
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
見
込
額
か
ら
の
納
付
の
申
出
を
行
う
と
き
は
、

「

い
う

１
．

特
許
協
力
条

） 

1 8
第

約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律

国
内
法

（

条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
手
数
料

の
欄
に
は
見
込

」

額
か
ら
納
付
に
充
て
る
手
数
料
の
額
を
記
載
し

予
納
台
帳
番
号

」の
は

納
台
帳
の

号
を

す
欄
に

予
番

記
載

る
。

、

「

4
0

法
施
行
規
則
第

力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律

条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
申
出
を
行
う
と
き
は
、

「１
．
及
び
２
．

」 ） 

1 8
第を

「

（国
内
法

条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
手
数
料

」

納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
を
記
載
し
、

「予
納
台
帳
番
号

と
し
、

を
す

振
替
番
号

記
載

る
。

振
替
番
号

」

様
式
第
七
の
二
中
「

様
式
第
十
八
の
備
考
１
中
「 

様
式
第
七
の
二

1
6

第
条
関
係

様
式
第
７
の
２

1
6

第
条
関
係

」
に
、
「 

（ 

）
」
を
「

（ 

）
」
に
改
め
る
。

1
2

紙
４

別
第

号
書
式

」
を
「 

1
2

紙
４

の
別

第
号

4
1

特
例

施
行
規
則

法
第

書
式

2
0
 

20

を
次
の

」と

特
例

特
許
協 

の
欄
に
は

条
の
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６

」
を
「 特

例
法
施
行
規
則
第
4
1
条
の
９

」
に
改
め
る
。

（
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
予
納
」
を
「
予
納
に
よ
る
納
付
及
び
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
」
に
、
「
第
四
十
一
条
の
四
」
を
「
第
四
十
一
条

の
七
」
に
、
「
第
四
十
一
条
の
五
―
第
四
十
一
条
の
八
」
を
「
第
四
十
一
条
の
八
―
第
四
十
一
条
の
十
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
法
第
十
五
条
第
一
項
（
」
を
「
法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
」

に
改
め
、
「
に
際
し
て
」
を
削
る
。

第
五
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
中
「
包
括
納
付
申
出
書
」
を
「
包
括
納
付
の
申
出
」
に
改
め
、
同
号
を
第
十
二
号
と
し
、

第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。


十

第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
任
に
よ
る
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
申
出
に
関
す
る
代
理
人
の
届
出


第
五
条
の
二
第
一
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。


十
三

第
四
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
自
動
納
付
の
申
出
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十
四

第
四
十
一
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
自
動
納
付
の
申
出
の
取
下
げ

第
六
条
第
一
項
中
「
第
四
十
七
号
ま
で
及
び
第
四
十
九
号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で
」
を
「
第
四
十
七
号
ま
で
、
第
四
十
九

号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で
及
び
第
六
十
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
四
十
三
号
中
「
法
第
十
五
条
第
一
項
（
」
を
「
法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
（
こ
れ
ら

の
規
定
を
」
に
、
「
納
付
に
際
し
て
の
申
出
」
を
「
納
付
の
申
出
」
に
、
「
特
許
法
第
百
七
条
第
一
項
の
」
を
「
特
許
法
第

百
七
条
第
一
項
に
」
に
、
「
第
四
十
一
条
の
六
」
を
「
第
四
十
一
条
の
九
」
に
改
め
、
同
条
第
五
十
二
号
中
「
第
四
十
七
号

ま
で
及
び
第
四
十
九
号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で
」
を
「
第
四
十
七
号
ま
で
、
第
四
十
九
号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で
及
び
第
六

十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
十
三
号
中
「
法
第
十
五
条
第
一
項
（
」
を
「
法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
法
第
十
五
条
の
二
第

一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
に
、
「
及
び
前
号
（
第
四
十
三
号
に
掲
げ
る
手
続
（
法
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
、
前
号
（
第

四
十
三
号
に
掲
げ
る
手
続
（
法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
「
補
正
に
係
る
も
の
を
除
く
。

）
」
の
下
に
「
及
び
第
六
十
一
号
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
十
一

特
許
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
第
一
項
又
は
実
用
新
案
法
施
行
規
則
第
二

十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
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第
十
一
条
第
一
項
の
表
の
第
十
一
号
手
続
欄
中
「
法
第
十
五
条
第
一
項
（
」
を
「
法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
法
第
十
五
条

の
二
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
に
改
め
、
「
に
際
し
て
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
規
定
中
」
を
「
表
の
」
に
改
め

る
。第

十
三
条
中
「
及
び
同
条
第
五
十
九
号
の
規
定
に
よ
る
特
定
手
続
」
を
「
、
同
条
第
五
十
九
号
の
規
定
に
よ
る
特
定
手
続

及
び
同
条
第
六
十
一
号
の
規
定
に
よ
る
特
定
手
続
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
号
イ
中
「
特
定
手
続
（
」
の
下
に
「
同
条
」
を
加
え
、
「
及
び
第
四
十
九
号
か
ら
第
五
十
二
号
ま
で
」

を
「
、
第
四
十
九
号
か
ら
第
五
十
二
号
ま
で
及
び
第
六
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
ル
中
「
特
許
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
二

第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
第
一
項
、
実
用
新
案
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
二
条
の
二
第
一

項
又
は
」
を
削
り
、
同
号
ヨ
中
「
及
び
第
四
十
九
号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で
」
を
「
、
第
四
十
九
号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で

及
び
第
六
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
法
第
十
五
条
第
一
項
（
」
の
下
に
「
法
」
を
、
「
見
込
額
か
ら
の
納
付
」

の
下
に
「
の
申
出
及
び
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
（
法
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
口

座
振
替
に
よ
る
納
付
の
申
出
」
を
加
え
る
。

第
二
十
三
条
の
四
第
一
号
中
「
法
第
十
五
条
第
一
項
（
」
の
下
に
「
法
」
を
、
「
見
込
額
か
ら
の
納
付
」
の
下
に
「
の
申
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出
及
び
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
（
法
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
口
座
振
替
に
よ
る

納
付
の
申
出
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
法
第
十
五
条
第
一
項
（
」
の
下
に
「
法
」
を
、
「
見
込
額
か
ら
の
納
付
」
の
下

に
「
の
申
出
及
び
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
（
法
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
口
座
振

替
に
よ
る
納
付
の
申
出
」
を
加
え
る
。

第
三
十
条
中
「
内
容
と
す
る
も
の
」
の
下
に
「
及
び
第
十
条
第
六
十
一
号
に
掲
げ
る
手
続
の
補
正
又
は
そ
の
補
正
の
補
正

に
係
る
も
の
」
を
加
え
る
。

第
三
十
四
条
の
二
第
三
十
号
中
「
ま
で
に
掲
げ
る
」
を
「
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
十
二
号
中
「
法
第
十
五
条
第

一
項
（
」
を
「
法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
に
、
「
第
五
十
二
号
（
第
四
十

三
号
に
掲
げ
る
手
続
（
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
料
等
の
納
付
の
申
出
」
を
、
「
第
五
十
二
号
（
第
十
条
第

四
十
三
号
に
掲
げ
る
手
続
（
法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
料
等
の
納
付
の
申
出

」
に
改
め
、
「
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
の
下
に
「
及
び
第
六
十
一
号
に
掲
げ
る
手
続
」
を
加
え
、
「
そ
の
補
正
」
を
「
こ

れ
ら
の
補
正
」
に
、
「
ま
で
に
掲
げ
る
」
を
「
に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
五
中
「
及
び
第
四
十
九
号
か
ら
第
五
十
三
号
ま
で
」
を
「
、
第
四
十
九
号
か
ら
第
五
十
三
号
ま
で
及
び
第

- 23 -



六
十
一
号
」
に
改
め
る
。

「
第
三
章

予
納
」
を
「
第
三
章

予
納
に
よ
る
納
付
及
び
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
届
出
）

第
三
十
九
条
の
二

法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
（
法
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
規
定
す
る
方
法
（
以
下
「
口
座
振
替
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
特
許
料
等
又
は
手
数
料
を
納
付
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
あ
ら
か
じ
め
特
許
庁
長
官
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

一

特
許
料
等
又
は
手
数
料
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

識
別
番
号

三

預
金
口
座
又
は
貯
金
口
座
の
番
号
及
び
預
金
又
は
貯
金
の
種
別

四

金
融
機
関
の
店
舗
の
名
称

（
振
替
番
号
の
通
知
等
）

第
三
十
九
条
の
三

特
許
庁
長
官
は
、
前
条
の
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
届
出
を
し
た
者
に
振
替
番
号
を
付
与
し
、
そ
の
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番
号
を
そ
の
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


（
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
に
係
る
手
続
の
指
定
）


第
三
十
九
条
の
四

口
座
振
替
に
よ
り
特
許
料
等
又
は
手
数
料
の
納
付
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
手
続
は
、
第
十
条
第

一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
十
五
号
、
第
十
八
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
六
号
、
第
三
十
号
、
第
三
十
一

号
、
第
三
十
八
号
か
ら
第
四
十
二
号
ま
で
、
第
五
十
二
号
又
は
第
五
十
四
号
か
ら
第
五
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
手
続

と
す
る
。

第
四
十
条
の
見
出
し
を
「
（
見
込
額
か
ら
の
納
付
又
は
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
申
出
の
様
式
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
中
「
法
第
十
五
条
第
一
項
（
」
を
「
法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
に
、

「
次
項
」
を
「
以
下
こ
の
条
」
に
改
め
、
「
に
際
し
て
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

実
用
新
案
登
録
出
願
を
す
る
者
が
納
付
す
べ
き
登
録
料
若
し
く
は
商
標
権
の
更
新
登
録
の
申
請
を
す
る
者
が
納
付
す
べ

き
登
録
料
若
し
く
は
割
増
登
録
料
又
は
手
数
料
を
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
口
座
振
替
に
よ
り
納
付
す
る

場
合
の
申
出
は
、
手
続
に
係
る
書
面
に
、
振
替
番
号
及
び
納
付
し
よ
う
と
す
る
登
録
料
若
し
く
は
割
増
登
録
料
又
は
手
数

料
の
額
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

- 25 -



第
四
十
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
申
出
に
係
る
納
付
情
報
の
送
信
）

第
四
十
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
料
等
又
は
手
数
料
を
納
付
し
よ
う
と
す

る
者
か
ら
、
当
該
特
許
料
等
又
は
手
数
料
の
納
付
に
際
し
、
前
条
第
一
項
（
口
座
振
替
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
第

四
項
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
納
付
す
べ
き
特
許
料
等
又
は
手
数
料
の
額
そ
の
他
必
要
な
納
付
情
報
を
、
当
該
特
許
料

等
又
は
手
数
料
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
者
が
預
金
又
は
貯
金
の
払
出
し
と
そ
の
払
い
出
し
た
金
銭
に
よ
る
納
付
を
委
託
し

た
預
金
口
座
又
は
貯
金
口
座
の
あ
る
金
融
機
関
に
対
し
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
送
信
す
る
も
の
と
す
る
。

２

災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
定
め
る
納
付
情
報
を
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
特
許
庁
長
官
が

認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
納
付
情
報
を
送
信
す
る
も
の
と
す
る
。

（
口
座
振
替
に
よ
る
特
許
料
等
又
は
手
数
料
の
納
付
日
の
特
例
）

第
四
十
条
の
三

特
許
料
等
又
は
手
数
料
を
口
座
振
替
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
特
許
庁
長
官
が
歳
入
徴
収
官
事

務
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
大
蔵
省
令
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
領
収
済
通
知
情
報
を
受
信

し
た
と
き
は
、
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
を
、
そ
の
納
付
が
さ
れ
た
と
き
と
す
る
。
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第
四
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
委
任
に
よ
る
見
込
額
か
ら
の
納
付
又
は
委
任
に
よ
る
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
申
出
）
」

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
予
納
者
」
の
下
に
「
又
は
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
を
し
よ
う
と
す
る
者
」
を
、
「
第
二
項
」
の

下
に
「
又
は
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
法
第
十
五
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
四
十
一
条
の
四
の
見
出
し
を
「
（
包
括
納
付
の
申
出
の
取
下
げ
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
包
括
納
付
申
出
書
」
を
「
包

括
納
付
の
申
出
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
の
七
中
「
第
四
十
一
条
の
六
」
を
「
第
四
十
一
条
の
九
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
一
条
の
十
と
し
、
第
四

十
一
条
の
六
を
第
四
十
一
条
の
九
と
し
、
第
四
十
一
条
の
五
を
第
四
十
一
条
の
八
と
し
、
第
三
章
中
第
四
十
一
条
の
四
の
次

に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
特
許
料
及
び
登
録
料
の
自
動
納
付
の
申
出
）

第
四
十
一
条
の
五

次
の
各
号
に
掲
げ
る
各
年
分
の
特
許
料
又
は
登
録
料
に
係
る
法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
法
第
十
五
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
料
又
は
登
録
料
の
納
付
の
申
出
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
た
書

面
（
以
下
「
自
動
納
付
申
出
書
」
と
い
う
。
）
を
援
用
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一

特
許
法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
第
四
年
以
後
の
各
年
分
の
特
許
料
（
特
許
法
第
六
十
七
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
に
係
る
特
許
料
を
除
く
。
）


二

実
用
新
案
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
第
四
年
以
後
の
各
年
分
の
登
録
料


三

意
匠
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
第
二
年
以
後
の
各
年
分
の
登
録
料


２

自
動
納
付
申
出
書
に
は
、
自
動
納
付
の
申
出
を
し
た
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
、
そ
の
自
動
納
付
申
出
書
の
援
用
に
よ

る
納
付
に
係
る
特
許
権
の
特
許
番
号
及
び
そ
の
特
許
権
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
実
用
新
案
権
の
実
用
新
案
登
録
番

号
及
び
そ
の
実
用
新
案
権
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
意
匠
権
の
意
匠
登
録
番
号
及
び
そ
の
意
匠
権
者
の
氏
名
若
し
く

は
名
称
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
許
権
、
実
用
新
案
権
又
は
意
匠
権
に
つ
い
て
、
自
動
納
付
申
出
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
日
の
四
十
日
前
の
日
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
動
納
付
申
出
書
が
援
用
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

一

特
許
権
に
係
る
特
許
料
の
納
付
の
申
出
に
あ
っ
て
は
、
特
許
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
が
満
了
す
る
日

二

実
用
新
案
権
に
係
る
登
録
料
の
納
付
の
申
出
に
あ
っ
て
は
、
実
用
新
案
法
第
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
が

満
了
す
る
日
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三

意
匠
権
に
係
る
登
録
料
の
納
付
の
申
出
に
あ
っ
て
は
、
意
匠
法
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
が
満
了
す
る

日
（
自
動
納
付
申
出
書
の
様
式
等
）

第
四
十
一
条
の
六

自
動
納
付
申
出
書
は
、
自
動
納
付
申
出
書
の
援
用
に
よ
る
納
付
に
係
る
特
許
権
、
実
用
新
案
権
又
は
意

匠
権
ご
と
に
様
式
第
四
十
の
二
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
動
納
付
の
申
出
の
取
下
げ
）

第
四
十
一
条
の
七

自
動
納
付
の
申
出
を
し
た
者
が
当
該
自
動
納
付
の
申
出
を
取
り
下
げ
る
と
き
は
、
様
式
第
四
十
の
三
に

よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
一
条
第
三
項
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
の
下
に
「
の
表
の
」
を
加
え
、
「
に
際
し
て
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中

「
第
四
項
」
の
下
に
「
及
び
第
五
項
」
を
、
「
第
十
一
条
第
一
項
」
の
下
に
「
の
表
の
」
を
加
え
、
「
に
際
し
て
」
を
削
り

、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

特
許
法
施
行
規
則
第
六
十
九
条
第
六
項
の
規
定
は
、
第
十
一
条
の
表
の
第
一
項
第
十
一
号
若
し
く
は
第
十
二
号
又
は
第

四
十
条
第
一
項
第
一
号
の
特
許
料
等
の
納
付
の
申
出
に
準
用
す
る
。
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別
表
第
一
の
一
の
項
及
び
二
の
項
の
表
第
三
欄
中
「
及
び
第
五
十
号
か
ら
第
五
十
三
号
ま
で
」
を
「
、
第
五
十
号
か
ら
第

五
十
三
号
ま
で
及
び
第
六
十
一
号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
九
の
備
考

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

「
【手

数
料
の
表
示

予
納
台
帳
番
号

】
」の

欄
は
、

に
は
予
納
台
帳
の
番
号
を
、

4
0

２
の
規

ら
の
納
付
の
申

を
行
う
と
き
は

第
条
第

項
定
に
よ
り
見
込
額
か

出

「
【納

付
金
額

】
」に

は
見
込
額
か
ら
納
付
に
充
て
る
手
数
料
の
額

】
」

（
「円

」

録
す
る
。

「

」

、
，

を
付

ず
等

さ
、
ア
ラ

ア
の

で
示
す

こ
と

ビ
数
字

み
表

る
。
以
下
こ
の
様
式
に
お
い
て
同
じ

1
9
5

特
許
法
第

条
第
８
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、

で
て

現
金
に
よ
り
手
数
料
を
納
付
す
る
場
合

あ
っ

、

号
振
替
番
号

記
録

を
し
、

金
納
付
し

現
に
よ
り

た
場
合

あ
っ

だ
し

の
規

条
第
８
項
た

書
定
に
よ
り

で
て

5
、

、

額
と
し

納
付
金

、

0
の
規

納
付
の
申

を
行
う
と
き
は

条
第
４
項

定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る

出
、

】
」

「
【

】
」 

予
納
台
帳
番
号

】
」を

「
【

き
に
は
納
付
す
べ

手
数
料
の
額
を
記
録
す
る
。

「
【

1
9

特
許
法
第

現
金
手
続
省
令
第
５
条
の
規
定
に
よ 

る
納
付
書

（以
下

予
納
台
帳
番
号

下

「事
務
規
程

」

納
付
書

「

」と
い
う
。

）を
用
い
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
特
定
手
続
を
行
う
と
き
は
、

「

】
」

と
い
う を

「
【

。

） 納
付
書
番
号

】
」

1
2

紙
の

別
第
４
号

と
し
、
歳
入
徴
収
官
事
務
規
程

（ 

年
蔵
省

第
昭
和

大
令

2
7

1
4
1

納
付

を
す

の
と
し

書
式
に
定
め
る

書
番
号

記
録

る
も

、
4 1

第

20
 

2
0


【【

。

） 、

「

を
記4
第

振
替
番 

号
。
以

条
の
９
に
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【

2
0


【

規
定
す
る
納
付
情
報

（以
下

「納
付
情
報

」

】
」を

「
【 と

い
う
。

）を
用
い
、

と
き
は
、

「
【

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
特
定
手
続
を
行
う

納
付

を
す

番
号

記
録

る
。

予
納
台
帳
番
号

納
付
番
号

】
」と
し
、

こ
の
場
合
に
お
い
て

納
付
金
額

】
」の

欄
は
設
け
る
に
及
ば
な
い
。

20
 

様
式
第
十
一
の
備
考

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

】
」

「
【手

数
料
の
表
示

予
納
台
帳
番
号

の
欄
は
、

4
0

き
第

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
見
込
額
か
ら
の
納
付
の
申
出
を
行
う
と

は
】
」

は
納
台
帳
の

号
を

に
予

番
、

「
【納

付
金
額

】
」に

は
見
込
額
か
ら
納
付
に
充
て
る
手
数
料
の
額

（
「

】
」 円

」

「

」

、
，

等
を
付
さ
ず
、

ラ
で

ア
ビ
ア
数
字
の
み

表
示
す
る
こ
と
。
以
下
こ
の
様
式
に
お
い
て
同
じ

す
録

る
だ
し

の
規

意
匠
法
第

条
第
６
項
た

書
定
に
よ
り

6
7

。
、

き
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
申
出
を
行
う
と

は
、

金
を
納
付
す

で
て

現
に
よ
り
手
数
料

る
場
合

あ
っ

、

「
【予

納
台
帳
番
号

】
」を

「
【

と
し
、

を
し

振
替
番
号

記
録

、

「
【

】
」 

金
を

し
で

て
現

に
よ
り
手
数
料

納
付

た
場
合

あ
っ

、

納
付
金
額

は
納
付
す
べ
き

の
を

す
に

手
数
料

額
記
録

る
。

6
7

意
匠
法
第

だ
し

の
規

第
６
項
た

書
定
に
よ
り
、

て
き

理
組
織
を
使
用
し

特
定
手
続
を
行
う
と

は
、

1
2

紙
４

の
別

第
号

を
納
付
書

用
い
、
電
子
情
報
処

「
【予

納
台
帳
番
号

】
」を

「
【納

付
書
番
号

】
」と

し
、

納
付

を
す

の
と
し

書
式
に
定
め
る

書
番
号

記
録

る
も

、
納
付

を
情
報

用
い
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使 

。

） 、

「

、

「

を
記4 0

第

振
替
番
号条

事
務
規
程
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し
て
特

を
行
う
と
き
は

用
定
手
続

、

こ
の

お
て

場
合
に

い
、

「
【予

納
台
帳
番
号

】
」を

「
【納
付
番
号

】
」と

し
、
納
付

を
す

番
号

記
録

る
。

「
【

】
」

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

納
付
金
額

の
は
設
け

ば
な

欄
る
に
及

い
。

様
式
第
十
一
の
備
考

施
行
規
則

意
匠
法

第
1
0

2
7 

27


１
の
規

条
第

項
定
に
よ
り
、
意
匠
を
秘
密
に
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
旨
を
願
書
に
記
録
し
て
そ 

条
第
６
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、

「
【

】
」の

欄
の
次
に

「
【

第
4
0

】
」 

項
の
規
定
に
よ
り
見
込
額
か
ら
の
納
付
の
申
出
を
行
う
と
き
は
、

「
【手

数
料
の
表
示

】
」の

欄
の

「
【納

付
金
額

】
」

ら
納
付

と
を

密
す

こ
と
を
請

す
数

の
額
を

し
に
見
込
額
か

に
充

る
出
願
手
数
料

意
匠

秘
に

る
求

る
手

料
合
算

記
録

意
て

、

密
す

こ
と
を
請

す
を

す
秘

に
る

求
る
期
間

記
録

る
第
4
0

。

と
を
請

す
は

求
る
手
数
料

の
納
付

又
は
納
付

を
使

し
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

一
書

番
号

用
い

て
、

。

第
６
項
た

書
定
に
よ
り

現
に
よ
り
手
数
料

た
出
願
手
数
料

意
匠

秘
に

る
だ
し

の
規

き
金

を
納
付
し

と
は

と
を

密
す

こ
、

、

は
納
付
す
べ

と
を

密
す

こ
と
を
請

す
数

の
額
を

す
出
願
手
数
料

意
匠

秘
に

る
求

る
手

料
合
算

記
録

る
意
匠
法
第

き
6
7

。

規
納
付
の
申

を
行
う
と

は
定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る

出
手
数
料
の
表
示

納
付
金
額

の
欄
の

に
き

、

匠
法
第

現
に
よ
り
手
数
料

る
場
合

あ
っ

条
第

項
で

て
金

を
納
付
す

４
の

6
7

、

す
る
期
間

の
を
設
け

欄
こ
の

お
場
合
に

い
条
第
２

て
、

、

旨
等

記
載

た
書

提
出

省
略

る
代

人
秘

に
る

求
き

の
を

し
面
の

を
す

と
は

理
密

す
こ
と
を
請

、

「
【

】
」

「
【

】
」条 
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６
様
式
第
十
三
の
備
考
６
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

【（
「

手
数
料
の
表
示

「
【

】
」 の

は
欄

、
4
0

２
の
規

ら
の
納
付
の
申

を
行
う
と
き
は

第
条
第

項
定
に
よ
り
見
込
額
か

出

予
納
台
帳
番
号

に
は
予
納
台
帳
の
番
号
を
、

「
【納
付
金
額

】
」に

は
見
込
額
か
ら
納
付
に
充
て
る
手
数
料
の
額

】
」

円

」

「
、

，

」

を
付

ず
等

さ
、
ア
ラ

ア
の

で
す

こ
と

ビ
数
字

み
表
示

る
。
以
下
こ
の
様
式
に
お
い
て
同
じ

号
と
し
、

第
２

す
を

む
条
第

項
準
用

る
場
合

含
で

8
2

。
、

録
す
る
。

規
定
に
よ
り
、

実
用
新
案
法
第
5
4

、付
の
申

を
行
う
と
き
は

出
、

金
額

】
」 

） 

7
6

し
又
は

標
書

商
法
第

情
報
を
用
い
、

】
」

1
9
5

特
許
法
第

条
第
８
項
た
だ
し
書

8
2

で
国
際
出
願
法
施
行
規
則
第

条
第
２
項

準
用
す
る
場
合
を
含
む

（ 

だ
し

条
第
７
項
た

書
、

6
7

意
匠
法
第

7
6

だ
し

又
は

標
条
第
６
項
た

書
商

法
第

条
第
６
項
た
だ
し
書
の 

で
て

現
金
に
よ
り
手
数
料
を
納
付
す
る
場
合

あ
っ

、
4 0

第
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る
納 

「
【予

納
台
帳
番
号

】
」を

「
【振

替
番
号

】
」

条
第
８
項
た
だ
し
書

と
し
、

を
し

振
替
番
号

記
録

、

「
【

き
に
は
納
付
す
べ

手
数
料
の
額
を
記
録
す
る
。

1
9
5

特
許
法
第

国
際
出
願
法
施
行
規
則

（

5
4

実
用
新
案
法
第

だ
し

条
第
７
項
た

書
、

6
7

意
匠
法
第

条
第
６
項
た
だ 

だ
し

の
規

条
第
６
項
た

書
定
に
よ
り
、

金
を
納
付
し

で
て

現
に
よ
り
手
数
料

た
場
合

あ
っ

、

て
き

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し

特
定
手
続
を
行
う
と

は
、

納
付

を
す

番
号

記
録

る
。

「
【予

納
台
帳
番
号

】
」を

「
【

こ
の

お
て

場
合
に

い
、

納
付
金
額

の
は
設
け

は
ば
な

欄
る
に

及
い
。

「
【

】
」

。

） 、

「

を
記

。

）

納
付

納
付 

納
付
番
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４
様
式
第
十
五
の
備
考
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

【（
「 「

【手
数
料
の
表
示

予
納
台
帳
番
号

】
」 の

は
欄

、
4
0

２
の
規

ら
の
納
付
の
申

を
行
う
と
き
は

第
条
第

項
定
に
よ
り
見
込
額
か

出

に
は
予
納
台
帳
の
番
号
を
、

「
【納
付
金
額

】
」に

は
見
込
額
か
ら
納
付
に
充
て
る
手
数
料
の
額

】
」

円

」

「
、

，

」

を
付

ず
等

さ
、
ア
ラ

ア
の

で
す

こ
と

ビ
数
字

み
表
示

る
。
以
下
こ
の
様
式
に
お
い
て
同
じ

条
第
８
項
た
だ
し
書
、

7
6

し
又
は

標
だ
し

の
規

書
商

法
第

条
第
６
項
た

書
定
に
よ
り
、

き
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
申
出
を
行
う
と

は
、

録
る

法
第

実
用
新
案
法
第

す
特
許

1
9
5

5
4

。
条
第
７
項
た
だ
し
書
、

 

6
7

意
匠
法
第

条
第
６
項
た
だ 

金
を

す
で

て
現

に
よ
り
手
数
料

納
付

る
場
合

あ
っ

、

「
【予

納
台
帳
番
号

】
」を

「
【

記
録

る
場
合
に

い
を

す
て

こ
の

お
。

、

条
第
８
項
た

書
実
用
新
案
法
第

だ
し

5
4

、

と
し

を
し

振
替
番
号

記
録

、
、

】
」

「
【納

付
金
額

だ
し

の
規

第
６
項
た

書
定
に
よ
り
、

処
理
組

を
使

し
て
特

を
行
う
と
き
は

織
用

定
手
続

、

「
【

様
式
第
十
六
の
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

は
納
付
す
べ
き

の
を

す
に

手
数
料

額
記
録

る
。

1
9
5

特
許
法
第

】
」 

条
第
７
項
た
だ
し
書
、

6
7

意
匠
法
第

7
6

条
第
６
項
た
だ
し
書
又
は
商
標
法
第

金
を
納
付
し

で
て

現
に
よ
り
手
数
料

た
場
合

あ
っ

、
納
付

を
情
報

用
い
、

予
納
台
帳
番
号

】
」を

「
【納

付
番
号

】
」と

し
、

「
【

納
付
金
額

の
欄
は
設
け
る
に
は
及
ば
な
い
。

】
」

。

） 、

「

を
記4 0

第

振
替
番
号条 

電
子
情
報

納
付
番
号
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２４

4 0
第

２
の
規

ら
の
納
付
の
申

を
行
う
と
き
は

条
第

項
定
に
よ
り
見
込
額
か

出
、

「
【予

納
台
帳
番
号

】
」に

は
予
納
台 

」

を
ず

等
付
さ

、

「
【

】
」

ラ
で

ア
ビ
ア
数
字
の
み

表
示
す
る
こ
と
。

「
【


】
」
 

で
て

り
手
数
料
を
納
付
し
た
場
合

あ
っ

、

は
、

「
【予

納
台
帳
番
号

】
」を

「
【納

付
番
号

】
」

様
式
第
十
九
の
備
考
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「
【

額
欄

る
に

及
い

付
金

の
は
設
け

は
ば
な

。

納
付
金
額

は
納
付
す
べ

の
を

す
に

手
数
料

額
記
録

る
き

。

る
出

予
番
号

き
納
付
の
申

を
行
う
と

は
納
台
帳

、

の
規

書
定
に
よ
り

金
を
納
付
す

現
に
よ
り
手
数
料

る
場
合

あ
っ

で
て

、
、

帳
の

を
番
号

納
付
金
額

、
に
は
見
込
額
か
ら
納
付
に
充
て
る
手
数
料
の
額

（
「円

」、

「，

以
下
こ
の
様
式
に
お
い
て
同
じ
。

）

4 0
第

を
記
録
す
る
。

条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ 

法
第

条
第
６
項
た
だ
し

4
0

を

「
【

】
」

振
替
番
号

】
」と

し
、
振
替
番
号
を
記
録
し
、

納
付
情
報
を
用
い
、

】
」と

し
、

4
0

法
第

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
特
定
手
続
を
行
う
と
き

納
付

を
す

番
号

記
録

る
。

だ
し

の
規

条
第
６
項
た

書
定
に
よ
り

現
金
に
よ

、

こ
の

お
て

場
合
に

い
、

【（
「

特
許
料
の
表
示

】
」の

欄
は
、

に
は
予
納
台
帳
の
番
号
を
、

4
0

１
の
規

ら
の
納
付
の
申

を
行
う
と
き
は

第
条
第

項
定
に
よ
り
見
込
額
か

出

予
納
台
帳
番
号「


」
 】
」

、
，

「
【納

付
金
額

】
」に

は
見
込
額
か
ら
納
付
に
充
て
る
特
許
料
の
額

円

」

を
付

ず
等

さ
、
ア
ラ

ア
の

で
示
す

こ
と

ビ
数
字

み
表

る
。
以
下
こ
の
様
式
に
お
い
て
同
じ

「
【

「
【納

。

） 、

「

を
記
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３

号

」

、、

す
録

る
。

1
0
7

特
許

だ
し

の
規

法
第

条
第
５
項
た

書
定
に
よ
り
、

金
特
許

を
納
付
す

で
て

現
に
よ
り

料
る
場
合

あ
っ

、

0
の

の
を
行
う
と
き
は

条
第
１
項

規
定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る
納
付

申
出

、

「
【予

納
台
帳
番
号

】
」を

「
【

】
」と

し
、
振
替
番
号
を
記
録
し
、

「
【納

付
金
額

き
に
は
納
付
す
べ

特
許
料
の
額
を
記
録
す
る
。

】
」

様
式
第
二
十
二
の
備
考
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

1 2
第

条
の
規
定
に
よ
り
、

1
4

て
登
録
料
納
付
書
に
必
要
な
事
項
を
記
録
し

登
録
料
の
納
付
と
同
時
に
意
匠
法
第

の
規

請
を
す

と
き
は

項
定
に
よ
る

求
る

、

「
【納

付
年
分

】
」の

欄
の
上
に

「
【秘

密
に
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
期
間

の
欄
を
設
け
、
秘
密
に
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
期
間
を
記
録
す
る
。

て
こ
の
場
合
に
お
い

、
4 0

第
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
見
込
額
か
ら
の
納
付
の
申
出
を
行
う
と
き
は

「
【登

録
料
の
表
示

】
」の

欄
の

納
付
金
額

「
【

】
」に

は
見
込
額
か

ら
納
付
に
充
て
る
意
匠
を
秘
密
に
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
手
数
料
と
登
録
料
の
合
算
額

円

」

（
「

、
，「

」等
を
付
さ
ず

ア
ラ

ア
の

で
示
す

こ
と

ビ
数
字

み
表

る
。
以
下
こ
の
様
式
に
お
い
て
同
じ
。

） を
す

記
録

る
。

4
2

意
匠
法
第

だ
し

の
規

た
書

定
に
よ
り
、

き
替
に
よ
る
納
付
の
申
出
を
行
う
と

は
、

金
を
納
付
す

で
て

現
に
よ
り
登
録
料

る
場
合

あ
っ

、
4 0

第
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
口
座
振 

「
【予

納
台
帳
番
号

】
」を

「
【振

替
番
号

】
」と

し
、
振
替
番
号
を
記
録
し

「
【納

付
金
額

】
」に

は
納
付
す
べ
き
意
匠
を
秘
密
に
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
手
数
料
と
登
録
料
の
合
算
額
を
記
録
す 4
第

振
替
番 

条
第
１

】

条
第
５
項

- 36 -



１

る
。
ま
た
、

住
所
又
は
居
所

意
匠
登
録
出
願
人

】
」の

は
欄
に

、
氏
名
又
は
名
称

】
」の

上
に

「
【

「
【

「
【

識
別
番
号

】
」

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

記
録

い
。

】
」

13


様
式
第
三
十
二
の
備
考
６
、
様
式
第
三
十
二
の
二
の
備
考

及
び
様
式
第
三
十
三
の
備
考
３
中
「 

様
式
第
１

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
２
と
し
、

1
2

別
紙
第
４
号

書
式 

を
「別

紙
第
４
号
の
1
2
書
式

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
七
の
備
考
中
「様

式
第
１

」
を
「

同
様
式
に
備
考
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 そ

の
他
は
、

「予
納
台
帳
番
号

」 の
欄
に
は
、
予
納
者
が
、

1
5

委
任
に
よ
る
代
理
人
に
よ
り
法
第

条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に

申
を
す

は
よ
る

出
る
場
合
に

、1
5

に
よ
る
代
理
人
に
よ
り
法
第

納
台
帳
の

を
す

予
番
号

記
載

る
。

条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
す
る
場
合
に
は 納
付
を
し

う
と
す

口
座
振
替
に
よ
る

よ
る
者
が
、

、

「予
納
台
帳
番
号

番
号

」と
し
、

を
す

振
替
番
号

記
載

る
。

識
別
番
号

様
式
第
三
十
八
中

「

を 」
「

１
申
出
人

住
所
又
は
居
所

及
び

「
【

を

「

」

委
任

振
替 

- 37 -

１
申



２

る
。

識
別
ラ
ベ
ル

氏
名
又
は
名
称

㊞
又
は

出
人

識
別
ラ
ベ
ル

氏
名
又
は
名
称

㊞
又
は

」

識
別
番
号

住
所
又
は
居
所

予
納
台
帳
番
号

「申
出
人

」の
欄
の

「予
納
台
帳
番
号

」 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め

」

法
第

条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
口
座
振
替
に
よ
る
納

1
5

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
見
込
額
か
ら
の
納
付
の
申
出
を
希

に
は
、

1
5

法
第

付
の
申
出
を
希
望
す
る
者
は

予
納
台
帳
番
号

望
す

は
る
者

申
の

納
台
帳
の

号
を

す
出
人

予
番

記
載

る
、

。

、

「

様
式
第
四
十
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 

」を

「振
替
番
号

」と
し

申
の

号
を

す
出
人

振
替
番

記
載

る
、

。

4
0
の
２

様
式
第

（ 

4
1
の

係
第

条
６
関

）

- 38 -



１２３

自
動
納
付
申
出
書

平
成

年

長
官

殿
特
許
庁

特
許
番
号

（実
用
新
案
登
録
番
号
又
は
意
匠
登
録
番
号

申
出
人


識
別
番
号


住
所
又
は
居
所


氏
名
又
は
名
称

㊞
又
は


識
別
ラ
ベ
ル

予
納
台
帳
番
号

代
理
人


識
別
番
号


住
所
又
は
居
所


氏
名
又
は
名
称

㊞
又
は


識
別
ラ
ベ
ル

）

（

- 39 -
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日

）



４５

１２ 〔 特
許
権
者

実
用
新
案
権
者
又
は
意
匠
権
者

識
別
番
号

住
所
又
は
居
所

氏
名
又
は
名
称

㊞
又
は

識
別
ラ
ベ
ル

提
出
物
件
の
目
録

備
考

（

）

〕

て
特
許
権
に
つ
い

自
動
納
付
の
申
出
を
す
る
場
合
は
、
表
題
は

「自
動
納
付
申
出
書

と
、4 1

第

（特
許

）
」と

、

権
に
つ
い
て
す
る
場
合
は
、

「自
動
納
付
申
出
書

と
記
載
す
る
。

（

意
匠
権
に
つ
い

す
る
場
合
は

自
動

て

条
の
５
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
動
納
付
申

実
用
新
案

）
」

納
付
申
出
書

（意
匠

）
」

特
許
権
者

実
用
新
案
権
者
又
は
意
匠
権
者

の
は

欄
に

、

「

（

）
」 

者
明
瞭
に
記
載

る
有
に

る
権

を
す

共
係

特
許

。
、

を
援

し
て
特
許

又
は

の
納
付
の
申

を
し

う
と
す

特
許

出
書

用
料

登
録
料

出
よ

る
権
者
、

て
実
用
新
案
権
又
は
意
匠
権
の
場
合
に
あ
っ

は
、

を
返
し
て
設
け
て

繰
り

、

実
用
新
案
権
者
又
は
意
匠
権

次
の
よ
う
に
欄

す
べ
て
の

を
す

権
利
者

記
載

る
。

実
用
新
案

、

「
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３

4
0
の

様
式
第

３

（ 

特
許
権
者

（

4
1
の

係
第

条
７
関

実
用
新
案
権
者
又
は
意
匠
権
者

」
）

）

「

と
あ
る
の
は
、

「申
出
人

５
６

の
は

そ
他

１
の

１
ら

様
式
第

備
考

か
３
ま
で

、
、

、
、

3
8

で
の

２
と
同

と
す

３
ま

並
び
に
様
式
第

備
考

様
る
。

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

こ
の

お
て

場
合
に

い
、 ら

か
及
び

1
9

1
4

1
6 

ま
様
式
第
２
の
備
考
１
か
ら

で
、

 

様
式
第
１
の
備
考
６
中

識
別
番
号

住
所
又
は
居
所

氏
名
又
は
名
称

㊞
又
は

識
別
ラ
ベ
ル

識
別
番
号

住
所
又
は
居
所

氏
名
又
は
名
称

㊞
又
は

識
別
ラ
ベ
ル

請
求
人

」
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１２３

自
動
納
付
取
下
書

平
成

年

長
官

殿
特
許
庁

特
許
番
号

（実
用
新
案
登
録
番
号
又
は
意
匠
登
録
番
号

申
出
人


識
別
番
号


住
所
又
は
居
所


氏
名
又
は
名
称

㊞
又
は


識
別
ラ
ベ
ル

予
納
台
帳
番
号

代
理
人


識
別
番
号


住
所
又
は
居
所


氏
名
又
は
名
称

㊞
又
は


識
別
ラ
ベ
ル

）

（

- 42 -

月
日

）



４５

〔 特
許
権
者

実
用
新
案
権
者
又
は
意
匠
権
者

識
別
番
号

住
所
又
は
居
所

氏
名
又
は
名
称

㊞
又
は

識
別
ラ
ベ
ル

提
出
物
件
の
目
録

備
考

第
号

（

）

〕

５
６

で
様
式
第
１
の
備
考
１
か
ら
３
ま

、
、

、
1
4 

1
6

及
び

か
ま

ら
で

1
9

、
で

様
式
第
２
の
備
考
１
か
ら
３
ま

、

3
8

式
第

中

「

4
0

の
２

に
備
考

並
び

様
式
第

の
２
の

２
と
同

と
す

備
考

様
る
。
こ
の

お
て

場
合
に

い
、
様
式
第
１
の
備
考
６ 

請
求
人

」

る
出
人

と
あ

の
は

申
、

「

」

様
式
第
四
十
一
の
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

表
面

様 
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写
押

氏
名

出スタ
年

月
日
生

ンプ
年

月
日
発
行

真

年
月

日
限
り
有
効

- 44 -

条

（ 

条
及
び 

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）

職
名

第
の

条
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
証

3
9

1
1

す
の
特
例

す
工
業
所
有
権
に
関

る
手
続
等

に
関

る
法
律
第

第
2
7

3
9



㊞
官

長
庁

許
特

附

則


（
施
行
期
日
）


第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
平
成
二

十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
特

例
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
届
出
に
関
す
る
手
続
及
び
第
三
十

九
条
の
三
に
規
定
す
る
振
替
番
号
の
通
知
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

- 45 -



第
三
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
新
特
例
法
施
行
規
則
第
四
十
一
条
の
五
第
二
項
並
び
に
第
四
十
一
条
の
六
及
び
第
四
十
一
条

の
七
に
規
定
す
る
特
許
料
及
び
登
録
料
の
自
動
納
付
の
申
出
に
関
す
る
手
続
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行

う
こ
と
が
で
き
る
。
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